
障害者雇用促進企業の登録申請に係る手引き

県では，障害者の雇用促進等のため，庁舎等の管理等の業務に係る役務の調達におい

て積極的に障害者を雇用している事業者を優遇する制度を設けています。

優遇措置を受けるためには，県への登録が必要になりますので，下記により登録申請

を行ってください。

記

１ 対象事業者等

(1) 障害者雇用促進企業の要件

障害者雇用促進企業は，次の要件を満す必要があります。

○ 鹿児島県の庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱に係る競争

入札参加資格を有すること。

○ 鹿児島県内に本店又は支店・営業所等を有すること。

○ 中小企業者であること。(下記の表で業種ごとに定められた「資本額・出資総額」

又は「常用従業員数」のいずれかを満たす事業者をいいます。）

中小企業者の範囲（中小企業基本法第２条）

業 種 資本額・出資総額 常用従業員数

卸売業 １億円以下 １００人以下

小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下

製造業，建設業，運輸業， ３億円以下 ３００人以下

その他の業種

○ 県内の事業所で常時雇用する障害者の数が，常時雇用している労働者の数の合計

の100分の2.3以上であること。

雇用する障害者数の目安

従 業 員 数 １～43人 44～86人 87～ 131～173人 174～

130人 218人

雇用障害者数 １人以上 ２人以上 ３人以上 ４人以上 ５人以上

※ 障害者雇用率の算定については，別紙１を参照してください。

(2) 庁舎等とは

○ 庁舎，試験場，公の施設その他県が管理する建築物であって，教育委員会の管理

に属するものを除くものをいいます。

(3) 管理等の業務とは

○ 対象業務は下記の12業務です。

１ 清 掃 業 務

２ 環 境 衛 生 管 理 業 務

３ 害 虫 駆 除 業 務

４ 浄 化 槽 等 清 掃 業 務

５ 古 紙 回 収 業 務

６ 警 備 業 務

７ 設 備 管 理 業 務

８ 電 気 ・ 冷 暖 房 設 備 保 全 業 務

９ 消 防 設 備 保 全 業 務

10 通 信 ・ 情 報 設 備 保 全 業 務

11 昇 降 機 設 備 保 全 業 務

12 自動ドア・シャッター設備保全業務



２ 登録及び有効期限

障害者雇用促進企業等の登録は，令和６年１月４日（木）から１月31日（水）まで

受付け，有効期間は，令和６年４月１日から令和７年３月31日までの１年間とします。

３ 優遇措置の内容

① 指名競争入札において，障害者雇用促進企業を１人以上含めて指名するよう努め

ます。

② 随意契約において，２人以上から見積書を徴取する場合には，障害者雇用促進企

業を１人以上含めて見積依頼するよう努めます。

③ 随意契約において，見積書の徴取を省略できる場合には，障害者雇用促進企業を

優先して選定するよう努めます。

４ 申請書の記入方法について

① 申請者の名称は登記簿に記載されているものを記入し，印章は印鑑登録してあるも

のを押印してください。

② 障害者雇用促進企業の登録を受けたい場合は，別紙１の「障害者雇用率の計算方法

について」を参照し，１号様式の１～３を記入し，確認資料として，法定雇用義務の

ある事業者(常用労働者数43.5人以上)の場合は障害者雇用状況報告書（労働局の受付

印のあるもの）の写し，法定雇用義務のない事業者(常用労働者数43.5人未満)につい

ては，身体障害者手帳，療育手帳（又は知的障害者判定機関の判定書），精神障害者

保健福祉手帳の写しを添付してください。

５ 登録の取消等について

① 雇用している障害者の退職等により，障害者雇用促進企業等の要件を満たさなく

なった場合には，第２号様式により，知事に届け出てください。

② 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したときは，物品又は役務

の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱（平成15年鹿児島県告示第 416

号）に基づき，指名停止を行うことになります。

６ 申請書の提出先及び問い合わせ先

鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係

〒８９０－８５７７

鹿児島市鴨池新町１０番１号

ＴＥＬ：０９９－２８６－２１１１（代表） 内線３７９６～３７９８

０９９－２８６－３７９８（直通）

※ 申請書は，直接お持ちいただくか郵便又は信書便で提出してください。（郵便又は

信書便の場合は，令和５年１月31日(火)午後５時15分までに必着するようお願いします。）

※ 申請に当たっては，障害のある方のプライバシーに十分配慮してください。



（別紙１）

障害者雇用率の計算方法について

障害者雇用率は，「障害者雇用促進企業等登録申請書（第１号様式）」により計算して

ください。

① 「障害者」は，別紙２「障害の区分」の各区分に定める要件に該当する者とします。

確認資料として，法定雇用義務のある事業者(常用労働者数43.5人以上)の場合は障

害者雇用状況報告書（労働局の受付印のあるもの）の写し，法定雇用義務のない事業

者(常用労働者数43.5人未満)については，身体障害者手帳，療育手帳（又は知的障害

者判定機関の判定書），精神障害者保健福祉手帳の写しを添付してください。

② 「除外率」は，別紙３「除外率一覧表」に該当する場合に記入してください。

③ 重度障害者の常時雇用は１人雇用していても２人，短時間雇用は１人として計算し

ます。

④ 「短時間労働者以外の常時雇用する労働者」とは，１週間の労働時間が30時間以

上であって，引き続き１年以上雇用しているか，あるいは１年以上の雇用が見込まれ

る労働者をいい，具体的には次のようなものです。

ア 雇用期間の定めのない労働者

イ 一定期間（１ヶ月，６ヶ月等）を定めて雇用されるものであっても，その雇用期

間が反復更新されて，事実上アと同様の状態にあると認められるもの。

ウ 日々雇用されるものであっても，雇用契約が日々更新されて事実上アと同様の状

態にあると認められるもの。

※ 「出向中」の労働者を出向元，出向先のいずれの事業主の労働者として取り扱

うかについては，雇用保険の取扱いを行っている事業主の労働者として取り扱っ

て差し支えありません。

※ パートタイム労働者等については，雇用保険の被保険者として取り扱われてい

るかどうかによって判断してください。

⑤ 「短時間労働者」とは，原則として雇用保険の短時間労働被保険者となる方ですが，

具体的には次の要件に該当することが必要です。

・１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。

・１年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

（参考） 障害者の雇用人数については，下表のとおりです。

週所定労働時間 30時間以上 20時間以上30時間未満

身体障害者 １人 0.5人

重度 ２人 １人

知的障害者 １人 0.5人

重度 ２人 １人

精神障害者 １人 0.5人

（※特例該当の場合は１人）



（別紙２）

障 害 者 の 区 分

障害の区分 要 件

身体障害者 原則として身体障害者福祉法（昭和24年法律283号）に規定する

身体障害者手帳の等級が１級から６級に該当する者

重度 身体障害者のうち１級又は２級の者

知的障害者 ・ 療育手帳の所持者

・ 児童相談所，知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第12条

第１項に規定する知的障害者更生相談所，精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第６条第１項に規

定する精神保健福祉センター，精神保健指定医又は障害者の雇用

の促進等に関する法律第19条の障害者職業センターにより知的障

害者と認定された者

・ 療育手帳で程度が「Ａｌ」，「Ａ２」と判定されている者

・ 児童相談所，知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第12条

第１項に規定する知的障害者更生相談所，精神保健及び精神障害

重度 者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第６条第１項に規

定する精神保健福祉センター，精神保健指定医による療育手帳の

「Ａｌ」，「Ａ２」に相当する程度（特別障害者控除等を受けら

れる程度等）とする判定をもらっている者

・ 障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定された者

精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123

号）第45条第２項の規定により，精神障害者保健福祉手帳の所持者

で，障害の程度が１級，２級又は３級に該当する者

※ 公共職業安定所等から精神障害者として紹介を受け雇用した

方（障害者雇用納付金制度に基づく助成金や特定求職者雇用開

発助成金の受給対象者等）については，精神障害者として取扱

いができる場合があります。



（別紙３）

除外率設定業種及び除外率一覧
（障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則附則第一条の三関係（別表第４）による）

除 外 率 設 定 業 種 除 外 率

非鉄金属製造業（非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。）
船舶製造・修理業，舶用機関製造業 百分の五
航空運輸業
倉庫業
国内電気通信業（電気通信回線設備を設置して行うものに限る。）

採石業，砂・砂利・玉石採取業
窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る｡) 百分の十
その他の鉱業
水運業

非鉄金属第一次製錬・精製業 百分の十五
貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)

建設業
鉄鋼業 百分の二十
道路貨物運送業
郵便業（信書便事業を含む。）

港湾運送業 百分の二十五

鉄道業
医療業 百分の三十
高等教育機関

林業（狩猟業を除く。） 百分の三十五

金属鉱業
児童福祉事業 百分の四十

特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。） 百分の四十五

石炭・亜炭鉱業 百分の五十

道路旅客運送業 百分の五十五
小学校

幼稚園 百分の六十

船員等による船舶運航等の事業 百分の八十

備考：除外率設定業種欄に掲げる業種のうち非鉄金属製造業（非鉄金属第一次製錬・精
製業を除く。），国内電気通信業（電気通信回線設備を設置して行うものに限
る。），林業（狩猟業を除く。），特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育
を行う学校を除く。）及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は，日本標
準産業分類（平成十九年総務省告示第六百十八号）において分類された業種区分
によるものとする。


